
昭和五十四年通商産業省令第七十七号

特定ガス消費機器の設置工事の監督に関する法律施行規則

特定ガス消費機器の設置工事の監督に関する法律（昭和五十四年法律第三十三号）第二条第二項、第三条、第四条第一項第一号及び第三

号、第二項並びに第四項並びに第六条の規定に基づき、特定ガス消費機器の設置工事の監督に関する法律施行規則を次のように定める。

（定義）

第一条　この省令において使用する用語は、特定ガス消費機器の設置工事の監督に関する法律（以下「法」という。）及び特定ガス消費機

器の設置工事の監督に関する法律施行令（昭和五十四年政令第二百三十一号。以下「令」という。）において使用する用語の例による。

（軽微な工事）

第二条　法第二条第二項の経済産業省令で定める軽微な工事は、次のとおりとする。

一　特定ガス消費機器であつて、屋外に設置されるものの設置又は変更の工事（屋内に位置を変更するものを除く。）

二　特定ガス消費機器に該当する燃焼器に接続される排気筒又は当該排気筒に接続される排気扇（以下「排気筒等」という。）の変更の

工事であつて、当該排気筒等の材料、位置、形状又は能力の変更を伴わないもの（密閉式の特定ガス消費機器の給排気部に係るもの及

び前号に掲げるものを除く。）

三　特定ガス消費機器に該当する燃焼器の変更の工事であつて、ガスの消費量の増加、位置の変更又は告示で定める安全装置の機能の変

更を伴わないもの（密閉式の特定ガス消費機器の給排気部に係るもの及び第一号に掲げるものを除く。）

（監督の方法）

第三条　法第三条の規定による監督は、次の各号により行うものとする。

一　特定工事の施工場所又は事務所その他の適切な業務場所において、特定ガス消費機器の設置場所、排気筒等の形状及び能力並びに安

全装置の機能を喪失させてはならないことを指示すること。

二　特定工事の施工場所又は事務所その他の適切な業務場所において、特定工事の作業を監督すること。

三　特定工事の施工場所又は事務所その他の適切な業務場所において、特定ガス消費機器がガス事業法（昭和二十九年法律第五十一号）

第百五十九条第二項又は液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律（昭和四十二年法律第百四十九号）第三十五条の五

の経済産業省令で定める技術上の基準に適合していることを確認すること。

四　前三号の規定により事務所その他の適切な業務場所において指示、監督及び確認（以下「指示等」という。）を実施するに当たつて

は、特定工事の施工場所における指示等の実施と同等の効果を有するよう適切な情報通信技術を用いること。

（指定の申請）

第三条の二　法第四条第一項第一号の指定は、当該指定を受けようとする者の申請により行う。

（申請書及び添付書類）

第三条の三　前条の申請は、様式第一による申請書に次の各号に掲げる添付書類を添えて、指定を受けようとする日の四月前までに、経済

産業大臣に提出して行うものとする。

一　定款及び登記事項証明書

二　申請の日を含む事業年度の前事業年度における財産目録、貸借対照表及び損益計算書若しくは収支計算書並びに事業報告書又はこれ

らに準ずるもの（法第四条第一項第一号の指定を受けようとする者が当該申請の日を含む事業年度に設立された法人である場合には、

その設立時における財産目録又はこれらに準ずるもの）

三　申請の日を含む事業年度における事業計画書

四　法第四条第一項第一号の指定後二年間の財政計画及びこれに伴う収支予算書

五　役員の氏名及び経歴を記載した書類

六　法第四条第一項第一号の指定後三年間の同号に規定する講習（以下「資格講習」という。）に係る業務（以下「資格講習業務」とい

う。）の実施に関する計画書

七　次条第一項第一号イ及びロに掲げる事由に該当しないことを説明した書類

八　資格講習業務以外の業務を行つているときは、その業務の種類及び概要を記載した書類

（指定の基準）

第三条の四　経済産業大臣は、第三条の二の申請を行つた者が次の各号に適合していると認めるときは、その指定を行うものとする。

一　次に掲げる事由に該当しないこと。

イ　第四条の七の規定により指定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者であること。

ロ　その業務を行う役員のうちに法又は法に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けるこ

とがなくなつた日から二年を経過しない者であること。

二　職員、設備、資格講習業務の実施の方法その他の事項についての資格講習業務の実施に関する計画が、資格講習業務の適確な実施の

ために適切なものであること。

三　前号の資格講習業務の実施に関する計画を適確に実施するに足りる経理的基礎及び技術的能力があること。

四　法人であること。

五　資格講習業務以外の業務を行つている場合には、その業務を行うことによつて資格講習業務の適確な実施に支障を及ぼすおそれがな

いこと。

２　指定は、指定資格講習機関指定簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。

一　指定年月日及び指定番号

二　指定を受けた者の名称及び住所並びに代表者の氏名

三　資格講習業務を行う事務所の名称及び所在地

四　指定の期限

３　経済産業大臣は、法第四条第一項第一号の指定を受けた者（以下「指定資格講習機関」という。）が第一項各号（第一号を除く。）のい

ずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その指定資格講習機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを勧

告することができる。

（指定資格講習機関の名称等の変更の届出）

第三条の五　指定資格講習機関は、第三条の四第二項第二号及び第三号に掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の二

週間前までに、様式第二による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。

（指定の更新）

第三条の六　法第四条第一項第一号の指定は、当該指定を受けた日の属する年度の初日から起算して三年ごとにその更新を受けなければ、

その期間の経過によつて、その効力を失う。
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２　第三条の二から第三条の四までの規定は、前項の指定の更新について準用する。この場合において、第三条の三中「様式第一」とある

のは「様式第三」と読み替えるものとする。

（承継）

第三条の七　指定資格講習機関が当該指定に係る事業（以下「指定資格講習事業」という。）の全部を譲渡し、又は指定資格講習機関につ

いて合併若しくは分割（指定資格講習事業の全部を承継させるものに限る。）があつたときは、指定資格講習事業の全部を譲り受けた法

人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人若しくは分割により指定資格講習事業の全部を承継した法人は、指定資格講

習機関の地位を承継する。ただし、指定資格講習事業の全部を譲り受けた法人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人

若しくは分割により指定資格講習事業の全部を承継した法人が第三条の四第一項第一号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

２　前項の規定により指定資格講習機関の地位を承継した法人は、遅滞なく、様式第四による届出書に次の各号に掲げる添付書類を添えて

経済産業大臣に提出しなければならない。

一　前項の規定により指定資格講習事業の全部を譲り受けて指定資格講習機関の地位を承継した法人にあつては、その法人の定款及び指

定資格講習事業の全部の譲渡しがあつたことを証する書面

二　前項の規定により合併によつて指定資格講習機関の地位を承継した法人にあつては、その法人の定款及び登記事項証明書

三　前項の規定により分割によつて指定資格講習機関の地位を承継した法人にあつては、指定資格講習事業の全部の承継があったことを

証する書面、その法人の定款及び登記事項証明書

（資格講習実施の義務）

第四条　指定資格講習機関は、公正に、かつ、次の各号に掲げる基準に適合する方法により資格講習を行わなければならない。

一　毎事業年度、次の表の上欄に掲げる区域ごとに同表の下欄に掲げる場所のうちいずれかの場所でそれぞれ一回以上行うこと。

区域 場所

北海道・東北 北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県

関東 茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、山梨県、長野県、静岡県

中部 富山県、石川県、岐阜県、愛知県、三重県

近畿 福井県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県

中国・四国 鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県

九州・沖縄 福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県

二　次の表の第一欄に掲げる科目の区分に応じ、それぞれ同表の第二欄に掲げる範囲について、同表の第三欄に掲げる条件のいずれかに

適合する講師により、同表の第四欄に掲げる時間以上の講義により行うこと。

科目 範囲 講師 時間

ガスに関す

る基礎知

識

一　ガスの種類

及び物性

二　ガスの燃焼

理論

一　学校教育法（昭和二十二年法律第二十六号）による大学若しくは高等専門学校又は旧

大学令（大正七年勅令第三百八十八号）による大学若しくは旧専門学校令（明治三十六

年勅令第六十一号）による専門学校において化学に関する学科の課程を修めて卒業した

者（当該学科の課程を修めて同法に基づく専門職大学の前期課程を修了した者を含む。）

であること。

二　ガス事業法第二十六条第一項のガス主任技術者免状の交付を受けている者であるこ

と。

三　高圧ガス保安法（昭和二十六年法律第二百四号）第二十七条の二第三項の高圧ガス製

造保安責任者免状（甲種化学責任者免状、乙種化学責任者免状又は丙種化学責任者免状

に限る。）の交付を受けている者であつて、液化石油ガスの製造に関する一年以上の経

験を有する者であること。

四　経済産業大臣が前三号に掲げる者と同等以上の知識経験を有すると認めた者であるこ

と。

二 時

間

ガス消費機

器に係る

給排気に

関する基

礎知識

一　給排気に関

する理論

二　給排気装置

の構造及び機

能

一　学校教育法による大学若しくは高等専門学校又は旧大学令による大学若しくは旧専門

学校令による専門学校において理学又は工学に関する学科の課程を修めて卒業した者

（当該学科の課程を修めて同法に基づく専門職大学の前期課程を修了した者を含む。）で

あつて、特定工事に関する三年以上の経験を有する者であること。

二　学校教育法による高等学校又は旧中等学校令（昭和十八年勅令第三十六号）による工

業学校において工業に関する学科の課程を修めて卒業した者であつて、特定工事に関す

る五年以上の経験を有する者であること。

三　経済産業大臣が前二号に掲げる者と同等以上の知識経験を有すると認めた者であるこ

と。

三 時

間

特定ガス消

費機器に

関する知

識

特定ガス消費機

器の材料、構

造及び機能

一　学校教育法による大学若しくは高等専門学校又は旧大学令による大学若しくは旧専門

学校令による専門学校において理学又は工学に関する学科の課程を修めて卒業した者

（当該学科の課程を修めて同法に基づく専門職大学の前期課程を修了した者を含む。）で

あつて、特定工事に関する三年以上の経験を有する者であること。

二　学校教育法による高等学校又は旧中等学校令による工業学校において工業に関する学

科の課程を修めて卒業した者であつて、特定工事に関する五年以上の経験を有する者で

あること。

三　経済産業大臣が前二号に掲げる者と同等以上の知識経験を有すると認めた者であるこ

と。

二 時

間

特定工事の

施工方法

一　特定工事に

必要な工具の

使用方法

二　特定ガス消

費機器の取付

け方法

一　学校教育法による大学若しくは高等専門学校又は旧大学令による大学若しくは旧専門

学校令による専門学校において理学又は工学に関する学科の課程を修めて卒業した者

（当該学科の課程を修めて同法に基づく専門職大学の前期課程を修了した者を含む。）で

あつて、特定工事に関する三年以上の経験を有する者であること。

二 時

間
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二　学校教育法による高等学校又は旧中等学校令による工業学校において工業に関する学

科の課程を修めて卒業した者であつて、特定工事に関する五年以上の経験を有する者で

あること。

三　経済産業大臣が前二号に掲げる者と同等以上の知識経験を有すると認めた者であるこ

と。

特定ガス消

費機器の

保安に関

する法令

法、令及びこの

省令並びにそ

の他関係法令

一　学校教育法による大学若しくは高等専門学校又は旧大学令による大学若しくは旧専門

学校令による専門学校を卒業した者（同法に基づく専門職大学の前期課程を修了した者

を含む。）であつて、特定工事に関する三年以上の経験を有する者であること。

二　経済産業大臣が前号に掲げる者と同等以上の知識経験を有すると認めた者であるこ

と。

二 ・

五

時

間

特定工事の

欠陥に係

る事故例

特定工事の欠陥

に係る事故及

びその原因

一　学校教育法による大学若しくは高等専門学校又は旧大学令による大学若しくは旧専門

学校令による専門学校において理学又は工学に関する学科の課程を修めて卒業した者

（当該学科の課程を修めて同法に基づく専門職大学の前期課程を修了した者を含む。）で

あつて、特定工事に関する三年以上の経験を有する者であること。

二　学校教育法による高等学校又は旧中等学校令による工業学校において工業に関する学

科の課程を修めて卒業した者であつて、特定工事に関する五年以上の経験を有する者で

あること。

三　経済産業大臣が前二号に掲げる者と同等以上の知識経験を有すると認めた者であるこ

と。

一 時

間

備考　この表において、資格講習の範囲は、労働安全衛生法施行令（昭和四十七年政令第三百十八号）第一条第三号に掲げるボイラーに

関する知識を含まないものとする。

三　不正な受講を防止するための措置を講じること。

四　第二号の表の第二欄に掲げる事項を含む適切な内容の教科書及び視聴覚教材その他の教材（以下「資格講習の教材等」という。）を

用いること。

五　資格講習の教材等（視聴覚教材を用いる場合にあつては視聴覚教材を除く。）は、受講者に配布すること。

六　講師は、講義中にされた講義の内容に関する受講者の質問に対し、講義中に適切に応答すること。

七　一の資格講習の受講者の数は、講師一人につきおおむね二百人以下とすること。

八　次条第一項の規定により届け出た同項に規定する資格講習業務規程を遵守すること。

九　資格講習の受講手数料が、資格講習業務の適正な実施に必要と認められる額であること。

十　資格講習の受講手数料は、全国的に統一して定めること。

十一　資格講習業務以外の業務を行う場合にあつては、当該業務が資格講習業務と誤認されるおそれがある表示その他の行為をしないこ

と。

２　指定資格講習機関は、毎事業年度、各都道府県において予想される受講を希望する者の受講の機会を確保するよう努めなければならな

い。

３　経済産業大臣は、指定資格講習機関が行う資格講習が第一項各号の基準に適合していないと認めるときは、当該指定資格講習機関に対

し、資格講習の方法その他業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを勧告することができる。

４　資格講習においては、修了試験を行う。

５　前項の修了試験は、第一項第二号の表の第一欄に掲げる科目についてそれぞれ同表の第二欄に掲げる範囲で、筆記試験により行う。

（資格講習業務規程）

第四条の二　指定資格講習機関は、資格講習業務に関する規程（以下「資格講習業務規程」という。）を定め、様式第五による届出書に当

該届出に係る資格講習業務規程を添えて、当該業務の開始前に、経済産業大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするとき

は、様式第六による届出書を経済産業大臣に届け出なければならない。

２　前項の資格講習業務規程には、次の各号に掲げる事項を定めておかなければならない。

一　資格講習の申込方法、実施施設、実施体制その他資格講習の実施の方法に関する事項

二　資格講習の受講手数料及び収納の方法に関する事項

三　不正受講の防止及び不正受講者の処分に関する事項

四　科目別担当講師の選任及び解任に関する事項

五　資格講習業務に関する帳簿及び書類の保存に関する事項

六　資格講習業務の内容に係る訂正に関する事項

七　その他資格講習業務の実施に関し必要な事項

３　経済産業大臣は、第一項の規定による資格講習業務規程が資格講習業務の適正かつ確実な実施を図るため適当でないと認めるときは、

指定資格講習機関に対し、当該資格講習業務規程を変更すべきことを勧告することができる。

（指定資格講習事業の廃止）

第四条の三　指定資格講習機関は、指定資格講習事業を廃止しようとするときは、廃止の日の一年前までに、様式第七による申請書を経済

産業大臣に提出し、その承認を受けなければならない。

（資格講習の実施計画）

第四条の四　指定資格講習機関は、毎事業年度開始前に（法第四条第一項第一号の指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定

を受けた後遅滞なく）、その事業年度の資格講習の実施に関する計画（以下「資格講習実施計画」という。）を作成し、様式第八による届

出書に当該届出に係る資格講習実施計画を添えて、経済産業大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とす

る。

２　資格講習実施計画においては、資格講習の日程、募集人員、実施場所、科目別時間数、資格講習業務の実施に係る収支計画その他資格

講習の実施に関し必要な事項を定める。

（資格講習受講者等の報告）

第四条の五　指定資格講習機関は、毎事業年度経過後遅滞なく、様式第九による報告書に、様式第十による資格講習修了者名簿を添えて、

経済産業大臣に提出しなければならない。

２　指定資格講習機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度に実施した資格講習業務に関し、次の事項について経済産業大臣に

報告しなければならない。
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一　資格講習の実施の日時、場所、受講者数並びに科目別担当講師の氏名及び略歴

二　資格講習の教材等

三　資格講習業務の実施に係る収支決算

四　その他必要な事項

（財務諸表等の備置き及び閲覧等）

第四条の六　指定資格講習機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並

びに事業報告書（これらのものが電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られ

る記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。）で作成され、又はその作成に代え

て電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項において「財務諸表等」という。）を作成し、三年間事業所

に備え置かなければならない。

２　資格講習受講者その他の利害関係人は、指定資格講習機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、

第二号又は第四号の請求をするには、指定資格講習機関の定めた費用を支払わなければならない。

一　財務諸表等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求

二　前号の書面の謄本又は抄本の請求

三　財務諸表等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された情報の内容を紙面又は出力装置の映像面に表

示する方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求

四　前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて次に掲げるもの（受信者がファイルへの記録を出力することにより書面を

作成できるものに限る。）により提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求

イ　送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法で

あつて、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録される

もの

ロ　電磁的記録媒体（電磁的記録に係る記録媒体をいう。）をもつて調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法

（指定の取消し等）

第四条の七　経済産業大臣は、指定資格講習機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて指定資

格講習事業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

一　第三条の四第一項第一号に適合しなくなつたとき。

二　第三条の四第三項、第四条第三項又は第四条の二第三項の規定による勧告に従わなかつたとき。

三　第三条の五、第三条の七第二項、第四条の二第一項又は第四条の四第一項の規定に違反して届出をせず、又は虚偽の届出をしたと

き。

四　第四条の五第一項若しくは第二項又は次条の規定に違反して報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

五　第四条の六第一項の規定に違反したとき。

六　正当な理由がないのに第四条の六第二項各号の規定による請求を拒んだとき。

七　第五条第二項の規定による公示を行わなかつたとき。

八　不正の手段により法第四条第一項第一号の指定を受けたとき。

（報告の徴収）

第四条の八　経済産業大臣は、資格講習の実施に必要な限度において、指定資格講習機関に対し、その業務又は経理の状況に関し報告をさ

せることができる。

（公示等）

第五条　経済産業大臣は、次の表の上欄に掲げる場合には、同表の下欄に掲げる事項を公示しなければならない。

法第四条第一項第一号の指定をしたと

き。

一　指定年月日

二　指定資格講習機関の名称及び住所並びに代表者の氏名

三　資格講習業務を行う事務所の名称及び所在地

四　指定の期限

第三条の五の規定による届出があつたと

き（代表者の氏名の変更のみの届出の場

合は除く）。

一　変更年月日

二　指定資格講習機関の名称及び住所

三　変更する事項

第三条の六第一項の規定による更新をし

たとき。

一　指定の更新年月日

二　指定資格講習機関の名称及び住所並びに代表者の氏名

三　資格講習業務を行う事務所の名称及び所在地

四　指定の期限

第三条の七第二項の規定による届出があ

つたとき。

一　指定資格講習機関の地位を承継した年月日

二　指定資格講習機関の地位を承継された者の名称及び住所並びに代表者の氏名

三　指定資格講習機関の地位を承継した者の名称及び住所並びに代表者の氏名

四　指定資格講習機関の地位を承継した者が資格講習業務を行う事務所の名称及び所在地

第四条の三の規定による承認をしたと

き。

一　資格講習業務を廃止する年月日

二　指定資格講習機関の名称及び住所並びに代表者の氏名

第四条の七の規定により指定を取り消

し、又は指定資格講習事業の全部若しく

は一部の停止を命じたとき。

一　指定を取り消し、又は指定資格講習事業の全部若しくは一部の停止を命じた年月日

二　指定資格講習機関の名称及び住所並びに代表者の氏名

三　指定資格講習事業の全部又は一部の停止を命じた場合にあつては、停止を命じた資格講習事業

の範囲及びその期間

２　経済産業大臣又は指定資格講習機関は、資格講習を実施する日時、場所その他資格講習の実施に関する事項をあらかじめ公示しなけれ

ばならない。

（資格講習の細目）

第五条の二　第三条の二から前条までに定めるもののほか、資格講習について必要な事項は、経済産業大臣が定める。
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（資格講習受講の手続）

第五条の三　資格講習を受けようとする者は、指定資格講習機関が定める受講申込書に写真（その裏面に撮影年月日、氏名及び年齢の記載

された縦三センチメートル、横二・四センチメートルのものであつて、申請前六月以内に撮影した無帽かつ正面上三分身像の無背景のも

の。第八条、第十条の四及び第十三条第一項において同じ。）を添付して当該指定資格講習機関に提出しなければならない。

（認定の基準）

第六条　法第四条第一項第三号の認定は、次の各号の一に該当する者について行う。

一　次に掲げるいずれかの資格を有する者であつて、経済産業大臣又はその指定する者が第八条の二から第八条の四までに定めるところ

により行う特定工事に関する講習（以下「認定講習」という。）の課程を第八条の申請をした日の属する年度内に修了した者

イ　建設業法（昭和二十四年法律第百号）第二十七条第一項の規定に基づき行われる技術検定であつてその種目が管工事施工管理であ

るものに合格していること。

ロ　高圧ガス保安法（昭和二十六年法律第二百四号）第二十七条の二第三項の製造保安責任者免状（甲種化学責任者免状、乙種化学責

任者免状又は丙種化学責任者免状に限る。）又は同法第二十八条第一項の販売主任者免状（第二種販売主任者免状に限る。）の交付を

受けていること。

ハ　ガス事業法第二十六条第一項のガス主任技術者免状の交付を受けていること。

ニ　職業能力開発促進法（昭和四十四年法律第六十四号）第六十二条第一項の規定に基づき行われる技術検定であつてその職種が浴槽

設備施工であるものに合格していること。

ホ　液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則（平成九年通商産業省令第十一号。以下「液化石油ガス法施行

規則」という。）第二十五条第三項に定める条件に適合していること。

ヘ　昭和五十四年十一月一日までに液化石油ガス法施行規則第三十七条第三号に基づき、経済産業大臣又は都道府県知事により液化石

油ガスの災害の発生の防止に関し相当の知識を有すると認められ、かつ、特定工事に関する一年以上の経験を有していること。

ト　昭和五十四年十一月一日までに社団法人日本瓦斯協会が行う需要家ガス設備点検員資格認定制度に基づく認定を受け、かつ、特定

工事に関する一年以上の経験を有していること。

チ　昭和五十四年十一月一日までに社団法人日本簡易ガス協会が行う調査員認定講習の課程を修了し、かつ、特定工事に関する一年以

上の経験を有していること。

二　前号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有することにつき経済産業大臣が定める資格を有する者

第七条　削除

（認定の申請）

第八条　法第四条第一項第三号の認定を受けようとする者は、様式第十一による申請書に第六条に規定する者に該当する者であることを証

明する書類及び写真を添付して産業保安監督部長に提出しなければならない。

（認定講習機関の指定の申請）

第八条の二　第六条第一号の指定は、当該指定を受けようとする者の申請により行う。

（認定講習の準用等）

第八条の三　第三条の三から第三条の六までの規定は第六条第一号の指定を受けた者（以下「指定認定講習機関」という。）の申請及び指

定について、第三条の七及び第四条の二から第五条の二までの規定は指定認定講習機関について準用する。この場合において、これらの

規定中「法第四条第一項第一号」とあるのは「第六条第一号」と、「資格講習」とあるのは「認定講習」と、「資格講習業務」とあるのは

「認定講習業務」と、「指定資格講習機関」とあるのは「指定認定講習機関」と、「指定資格講習事業」とあるのは「指定認定講習事業」

と、第三条の三中「前条」とあるのは「第八条の二」と、「様式第一」とあるのは「様式第一の二」と、第三条の四第二項中「指定資格

講習機関指定簿」とあるのは「指定認定講習機関指定簿」と、第三条の五中「様式第二」とあるのは「様式第二の二」と、第三条の六第

二項中「様式第三」とあるのは「様式第三の二」と、第三条の七第二項中「様式第四」とあるのは「様式第四の二」と、第四条の二中

「資格講習業務規程」とあるのは「認定講習業務規程」と、同条第一項中「様式第五」とあるのは「様式第五の二」と、「様式第六」とあ

るのは「様式第六の二」と、第四条の三中「様式第七」とあるのは「様式第七の二」と、第四条の四中「資格講習実施計画」とあるのは

「認定講習実施計画」と、同条第一項中「様式第八」とあるのは「様式第八の二」と、第四条の五第一項中「様式第九」とあるのは「様

式第九の二」と、「様式第十」とあるのは「様式第十の二」と、「資格講習修了者名簿」とあるのは「認定講習修了者名簿」と、第四条の

六第二項中「資格講習受講者」とあるのは「認定講習受講者」と、第四条の七第二号中「第四条第三項」とあるのは「第八条の四第三

項」と読み替えるものとする。

（認定講習実施の義務）

第八条の四　指定認定講習機関は、公正に、かつ、次の各号に掲げる基準に適合する方法により認定講習を行わなければならない。

一　毎事業年度、次の表の上欄に掲げる区域ごとに同表の下欄に掲げる場所のうちいずれかの場所でそれぞれ一回以上行うこと。

区域 場所

北海道・東北 北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県

関東 茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、山梨県、長野県、静岡県

中部 富山県、石川県、岐阜県、愛知県、三重県

近畿・中国・四

国・九州・沖縄

福井県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、

徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県

二　次の表の第一欄に掲げる科目の区分に応じ、それぞれ同表の第二欄に掲げる範囲について、同表の第三欄に掲げる条件のいずれかに

適合する講師により、同表の第四欄に掲げる時間以上の講義により行うこと。

科目 範囲 講師 時間

ガス消費機

器 に 係 る

給 排 気 に

関 す る 基

礎知識

一　給排気に関す

る理論

二　給排気装置の

構造及び機能

一　学校教育法による大学若しくは高等専門学校又は旧大学令による大学若しくは旧専

門学校令による専門学校において理学又は工学に関する学科の課程を修めて卒業した

者（当該学科の課程を修めて同法に基づく専門職大学の前期課程を修了した者を含む

。）であつて、特定工事に関する三年以上の経験を有する者であること。

二　学校教育法による高等学校又は旧中等学校令による工業学校において工業に関する

学科の課程を修めて卒業した者であつて、特定工事に関する五年以上の経験を有する

者であること。

一 時

間
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三　経済産業大臣が前二号に掲げる者と同等以上の知識経験を有すると認めた者である

こと。

特定工事の

施工方法

一　特定工事に必

要な工具の使用

方法

二　特定ガス消費

機器の取付け

方法

一　学校教育法による大学若しくは高等専門学校又は旧大学令による大学若しくは旧専

門学校令による専門学校において理学又は工学に関する学科の課程を修めて卒業した

者（当該学科の課程を修めて同法に基づく専門職大学の前期課程を修了した者を含む

。）であつて、特定工事に関する三年以上の経験を有する者であること。

二　学校教育法による高等学校又は旧中等学校令による工業学校において工業に関する

学科の課程を修めて卒業した者であつて、特定工事に関する五年以上の経験を有する

者であること。

三　経済産業大臣が前二号に掲げる者と同等以上の知識経験を有すると認めた者である

こと。

一 時

間

特定ガス消

費 機 器 の

保 安 に 関

する法令

法、令及び規則並

びにその他関係

法令

一　学校教育法による大学若しくは高等専門学校又は旧大学令による大学若しくは旧専

門学校令による専門学校を卒業した者（同法に基づく専門職大学の前期課程を修了し

た者を含む。）であつて、特定工事に関する三年以上の経験を有する者であること。

二　経済産業大臣が前号に掲げる者と同等以上の知識経験を有すると認めた者であるこ

と。

二 時

間

特定工事の

欠 陥 に 係

る事故例

特定工事の欠陥に

係る事故及びそ

の原因

一　学校教育法による大学若しくは高等専門学校又は旧大学令による大学若しくは旧専

門学校令による専門学校において理学又は工学に関する学科の課程を修めて卒業した

者（当該学科の課程を修めて同法に基づく専門職大学の前期課程を修了した者を含む

。）であつて、特定工事に関する三年以上の経験を有する者であること。

二　学校教育法による高等学校又は旧中等学校令による工業学校において工業に関する

学科の課程を修めて卒業した者であつて、特定工事に関する五年以上の経験を有する

者であること。

三　経済産業大臣が前二号に掲げる者と同等以上の知識経験を有すると認めた者である

こと。

一 時

間

備考　この表において、認定講習の範囲は、労働安全衛生法施行令第一条第三号に掲げるボイラーに関する知識を含まないものとする。

三　不正な受講を防止するための措置を講じること。

四　第二号の表の第二欄に掲げる事項を含む適切な内容の教科書及び視聴覚教材その他の教材（以下「認定講習の教材等」という。）を

用いること。

五　認定講習の教材等（視聴覚教材を用いる場合にあつては視聴覚教材を除く。）は、受講者に配布すること。

六　講師は、講義中にされた講義の内容に関する受講者の質問に対し、講義中に適切に応答すること。

七　一の認定講習の受講者の数は、講師一人につきおおむね二百人以下とすること。

八　前条の規定により読み替えて準用する第四条の二第一項の規定により届け出た同項に規定する認定講習業務規程を遵守すること。

九　認定講習の受講手数料が、認定講習に係る業務（以下「認定講習業務」という。）の適正な実施に必要と認められる額であること。

十　認定講習の受講手数料は、全国的に統一して定めること。

十一　認定講習業務以外の業務を行う場合にあつては、当該業務が認定講習業務と誤認されるおそれがある表示その他の行為をしないこ

と。

十二　認定講習終了後、指定認定講習機関は、認定講習を修了した者に対し、認定講習の修了を証する書面（以下「修了証」という。）

を交付しなければならない。

十三　前号の修了証は様式第十二によるものとする。

２　指定認定講習機関は、毎事業年度、各都道府県において予想される受講を希望する者の受講の機会を確保するよう努めなければならな

い。

３　経済産業大臣は、指定認定講習機関が行う認定講習が第一項各号の基準に適合していないと認めるときは、当該指定認定講習機関に対

し、認定講習の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを勧告することができる。

（再講習）

第九条　法第四条第二項の経済産業省令で定める期間は、資格証の交付を受けた日（同項に規定する講習（以下「再講習」という。）で第

二回目以降のものについては、前回の再講習を受けた日）の属する年度の翌年度の開始の日から三年とする。

２　前項の規定にかかわらず、災害その他やむを得ない事由により前項の期間内に再講習を受けることが困難であるときは、経済産業大臣

が当該事由を勘案して定める期間内に再講習を受けなければならない。

（再講習機関の指定の申請）

第十条　法第四条第二項の指定は、当該指定を受けようとする者の申請により行う。

（再講習の準用等）

第十条の二　第三条の三から第三条の六までの規定は法第四条第二項の指定を受けた者（以下「指定再講習機関」という。）の申請及び指

定について、第三条の七及び第四条の二から第五条の二までの規定は指定再講習機関について準用する。この場合において、これらの規

定中「法第四条第一項第一号」とあるのは「法第四条第二項」と、「資格講習」とあるのは「再講習」と、「資格講習業務」とあるのは

「再講習業務」と、「指定資格講習機関」とあるのは「指定再講習機関」と、「指定資格講習事業」とあるのは「指定再講習事業」と、第

三条の三中「前条」とあるのは「第十条」と、「様式第一」とあるのは「様式第一の三」と、第三条の四第二項中「指定資格講習機関指

定簿」とあるのは「指定再講習機関指定簿」と、第三条の五中「様式第二」とあるのは「様式第二の三」と、第三条の六第二項中「様式

第三」とあるのは「様式第三の三」と、第三条の七第二項中「様式第四」とあるのは「様式第四の三」と、第四条の二中「資格講習業務

規程」とあるのは「再講習業務規程」と、同条第一項中「様式第五」とあるのは「様式第五の三」と、「様式第六」とあるのは「様式第

六の三」と、第四条の三中「様式第七」とあるのは「様式第七の三」と、第四条の四中「資格講習実施計画」とあるのは「再講習実施計

画」と、同条第一項中「様式第八」とあるのは「様式第八の三」と、第四条の五第一項中「様式第九」とあるのは「様式第九の三」と、

「様式第十」とあるのは「様式第十の三」と、「資格講習修了者名簿」とあるのは「再講習受講者名簿」と、第四条の六第二項中「資格講

習受講者」とあるのは「再講習受講者」と、第四条の七第二号中「第四条第三項」とあるのは「第十条の三第四項」と読み替えるものと

する。

（再講習実施の義務）

第十条の三　指定再講習機関は、公正に、かつ、次の各号に掲げる基準に適合する方法により再講習を行わなければならない。
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一　毎事業年度、次の表の上欄に掲げる区域ごとに同表の下欄に掲げる場所のうちいずれかの場所でそれぞれ一回以上行うこと。

区域 場所

北海道・東北 北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県

関東 茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、山梨県、長野県、静岡県

中部 富山県、石川県、岐阜県、愛知県、三重県

近畿 福井県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県

中国・四国 鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県

九州・沖縄 福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県

二　次の表の第一欄に掲げる科目の区分に応じ、それぞれ同表の第二欄に掲げる範囲について、同表の第三欄に掲げる条件のいずれかに

適合する講師により、同表の第四欄に掲げる時間以上の講義により行うこと。

科目 範囲 講師 時間

特定ガス消

費機器の

保安に関

する法令

法、令及びこの省令

並びにその他関係

法令の概要及び改

正の内容

一　学校教育法による大学若しくは高等専門学校又は旧大学令による大学若しくは旧

専門学校令による専門学校を卒業した者（同法に基づく専門職大学の前期課程を修

了した者を含む。）であつて、特定工事に関する三年以上の経験を有する者であるこ

と。

二　経済産業大臣が前号に掲げる者と同等以上の知識経験を有すると認めた者である

こと。

二 時

間

特定工事に

関する知

識

一　特定工事の施工

方法の概要

二　特定ガス消費機

器及び特定工事に

関連する技術進歩

の内容

一　学校教育法による大学若しくは高等専門学校又は旧大学令による大学若しくは旧

専門学校令による専門学校において理学又は工学に関する学科の課程を修めて卒業

した者（当該学科の課程を修めて同法に基づく専門職大学の前期課程を修了した者

を含む。）であつて、特定工事に関する三年以上の経験を有する者であること。

二　学校教育法による高等学校又は旧中等学校令による工業学校において工業に関す

る学科の課程を修めて卒業した者であつて、特定工事に関する五年以上の経験を有

する者であること。

三　経済産業大臣が前二号に掲げる者と同等以上の知識経験を有すると認めた者であ

ること。

二 時

間

特定工事の

欠陥に係

る事故例

特定工事の欠陥に係

る事故及びその原

因

一　学校教育法による大学若しくは高等専門学校又は旧大学令による大学若しくは旧

専門学校令による専門学校において理学又は工学に関する学科の課程を修めて卒業

した者（当該学科の課程を修めて同法に基づく専門職大学の前期課程を修了した者

を含む。）であつて、特定工事に関する三年以上の経験を有する者であること。

二　学校教育法による高等学校又は旧中等学校令による工業学校において工業に関す

る学科の課程を修めて卒業した者であつて、特定工事に関する五年以上の経験を有

する者であること。

三　経済産業大臣が前二号に掲げる者と同等以上の知識経験を有すると認めた者であ

ること。

一 時

間

備考　この表において、再講習の範囲は、労働安全衛生法施行令第一条第三号に掲げるボイラーに関する知識を含まないものとする。

三　不正な受講を防止するための措置を講じること。

四　第二号の表の第二欄に掲げる事項を含む適切な内容の教科書及び視聴覚教材その他の教材（以下「再講習の教材等」という。）を用

いること。

五　再講習の教材等（視聴覚教材を用いる場合にあつては視聴覚教材を除く。）は、受講者に配布すること。

六　講師は、講義中にされた講義の内容に関する受講者の質問に対し、講義中に適切に応答すること。

七　一の再講習の受講者の数は、講師一人につきおおむね二百人以下とすること。

八　前条の規定により読み替えて準用する第四条の二第一項の規定により届け出た同項に規定する再講習業務規程を遵守すること。

九　再講習の受講手数料が、再講習に係る業務（以下「再講習業務」という。）の適正な実施に必要と認められる額であること。

十　再講習の受講手数料は、全国的に統一して定めること。

十一　再講習業務以外の業務を行う場合にあつては、当該業務が再講習業務と誤認されるおそれがある表示その他の行為をしないこと。

２　指定再講習機関は、再講習終了後、資格証の所定欄に受講年月日及び受講場所を記載し、並びに指定再講習機関の認印等を付さなけれ

ばならない。

３　指定再講習機関は、毎事業年度、各都道府県において予想される受講を希望する者の受講の機会を確保するよう努めなければならな

い。

４　経済産業大臣は、指定再講習機関が行う再講習が第一項各号の基準に適合していないと認めるとき、又は第二項の規定に違反している

と認めるときは、当該指定再講習機関に対し、再講習の方法その他業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを勧告することが

できる。

（再講習受講の手続）

第十条の四　再講習を受けようとする者は、指定再講習機関が定める受講申込書に写真を添付して当該指定再講習機関に提出しなければな

らない。

（資格証の様式）

第十一条　法第四条第四項の資格証は、様式第十三によるものとする。

（資格証の交付）

第十二条　経済産業大臣又は法第四条第一項第一号の規定により経済産業大臣が指定する者は、第四条に規定する資格講習の課程を修了し

た者に対し、資格証を交付しなければならない。

２　産業保安監督部長は、法第四条第一項第三号の認定をした者に対し、資格証を交付しなければならない。

（資格証の再交付の手続）

第十三条　資格証の記載事項に変更を生じ、又は資格証を汚し、損じ、若しくは失つてその再交付を受けようとする者は、様式第十四によ

る資格証再交付申請書に写真を添付して当該資格証を交付した者に提出しなければならない。
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２　資格証の記載事項に変更を生じ、又は資格証を汚し、若しくは損じて前項の申請をするときは、資格証再交付申請書に当該資格証を添

付しなければならない。

３　資格証を失つてその再交付を受けた者は、失つた資格証を発見したときは、遅滞なく、当該資格証を交付した者にこれを提出しなけれ

ばならない。

（表示の方法）

第十四条　法第六条の規定により、特定工事事業者は、特定工事に係る特定ガス消費機器の見やすい箇所に、容易にはく離しない方法によ

り、様式第十五による表示を付さなければならない。

（表示すべき事項）

第十五条　法第六条の経済産業省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。

一　特定工事事業者の氏名又は名称及び連絡先

二　法第三条本文の規定により特定工事を実地に監督し、又は同条ただし書の規定により自ら特定工事を行つたガス消費機器設置工事監

督者の氏名及び資格証（液化石油ガス設備士にあつては、液化石油ガス設備士免状）の番号

三　施工内容

四　施工年月日

（経済産業大臣に対する都道府県知事の報告）

第十六条　都道府県知事は、法第七条の規定により報告の徴収を行つたときは、令第三条第二項の規定により、遅滞なく、その旨を当該報

告の徴収に係る特定工事事業者の事業所の所在地を管轄する産業保安監督部長を経由して経済産業大臣に報告しなければならない。

附　則

この省令は、法の施行の日（昭和五十四年十一月一日）から施行する。ただし、第三条、第九条、第十条及び第十五条第二号の規定

は、法附則第一項ただし書に定める日から施行する。

附　則　（平成六年五月一三日通商産業省令第四三号）

この省令は、特定ガス消費機器の設置工事の監督に関する法律施行令の一部を改正する政令（平成五年政令第三百九十六号）の施行の

日から施行する。

附　則　（平成九年二月二八日通商産業省令第九号）

１　この省令は、公布の日から施行する。

２　改正後の様式第四については、平成十二年三月三十一日までは、なお従前の例によることができる。

附　則　（平成九年三月一〇日通商産業省令第一一号）　抄

（施行期日）

第一条　この省令は、平成九年四月一日から施行する。

附　則　（平成一〇年三月三〇日通商産業省令第三四号）　抄

第一条　この省令は、平成十年四月一日から施行する。

附　則　（平成一一年三月三一日通商産業省令第四五号）

この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（平成一一年一二月二七日通商産業省令第一三〇号）

この省令は、平成十二年四月一日から施行する。

附　則　（平成一二年一〇月三一日通商産業省令第二八〇号）

この省令は、平成十三年一月六日から施行する。

附　則　（平成一七年三月一一日経済産業省令第二一号）

この省令は、平成十七年四月一日から施行する。

附　則　（平成一八年一二月二二日経済産業省令第一〇八号）

この省令は、平成十九年四月一日から施行する。

附　則　（平成二四年五月三一日経済産業省令第四一号）　抄

（施行期日）

第一条　この省令は、平成二十四年六月十五日から施行する。

（特定ガス消費機器の設置工事の監督に関する法律に規定する講習を行う者を定める省令の廃止）

第二条　特定ガス消費機器の設置工事の監督に関する法律に規定する講習を行う者を定める省令（平成十三年経済産業省令第百四十八号）

は、廃止する。

（経過措置）

第三条　この省令の施行の際現に廃止前の特定ガス消費機器の設置工事の監督に関する法律に規定する講習を行う者を定める省令による指

定を受けている者については、平成二十五年三月三十一日までの間は、なお従前の例による。

第四条　この省令の規定による改正後の特定ガス消費機器の設置工事の監督に関する法律施行規則（以下「新施行規則」という。）の規定

により、法第四条第一項第一号及び第二項並びに新施行規則第六条第一号に規定する経済産業大臣が指定する者が行う講習は、平成二十

五年四月一日から行うものとする。

（検討）

第五条　経済産業大臣は、この省令の施行後おおむね三年以内に、新施行規則第三条の三から第五条まで、第八条の四及び第十条の三の規

定について所要の検討を加え、必要があると認めるときには、必要な措置を講ずるものとする。

附　則　（平成二九年三月二八日経済産業省令第一五号）　抄

（施行期日）

第一条　この省令は、電気事業法等の一部を改正する等の法律（以下「改正法」という。）附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日（平

成二十九年四月一日）から施行する。

附　則　（平成三〇年七月六日経済産業省令第四三号）

この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。

附　則　（平成三一年二月二七日経済産業省令第一五号）

この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。

附　則　（令和元年七月一日経済産業省令第一七号）

この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日（令和元年七月一日）から施行する。

附　則　（令和二年三月一七日経済産業省令第一五号）

8



この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（令和二年一二月二八日経済産業省令第九二号）

（施行期日）

第一条　この省令は、公布の日から施行する。

（経過措置）

第二条　この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式（次項において「旧様式」という。）により使用されている書類（第九

十二条による改正前の電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。）は、この省令に

よる改正後の様式によるものとみなす。

２　この省令の施行の際現にある旧様式による用紙（第九十二条による改正前の電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過

措置に関する省令様式第十三を除く。）については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附　則　（令和五年六月九日経済産業省令第三二号）

（施行期日）

１　この省令は、令和五年六月九日から施行する。

（経過措置）

２　この省令による改正後のそれぞれの省令の規定による写真の提出については、これらの規定にかかわらず、当分の間、なお従前の例に

よることができる。

３　この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による受験願書、申請書その他の文書については、この省令による改正後の

それぞれの様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。

附　則　（令和五年一二月二八日経済産業省令第六三号）　抄

この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（令和六年四月一日経済産業省令第三〇号）

この省令は、令和六年四月一日から施行する。

9



様式第１（第３条の３関係）

様式第1（第3条の3関係）（平24経産令41・追加、令元経産令17・令2経産令92・一部改正） 指定資格講習機関指定申請書 年月日 経済産業大臣殿 住所 名称及び代表者の氏名 特定ガス消費機器の設置工事の監督に関する法律施行規則第3条の3の規 定により、次のとおり特定ガス消費機器の設置工事の監督に関する法律第4 条第1項第1号の指定を受けたいので、申請します。 資格講習業務を開始しようと する年月日 （備考）この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。  

10



様式第１の２（第８条の３関係）

様式第1の2（第8条の3関係）（平24経産令41・追加、令元経産令17・令2経産令92・一部改正） 指定認定講習機関指定申請書 年月日 経済産業大臣殿 住所 名称及び代表者の氏名 特定ガス消費機器の設置工事の監督に関する法律施行規則第8条の3の規 定により読み替えて準用する同規則第3条の3の規定により、次のとおり同 規則第6条第1号の指定を受けたいので、申請します。 認定講習業務を開始しようと する年月日 （備考）この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。  

11



様式第１の３（第１０条の２関係）

様式第1の3（第10条の2関係）（平24経産令41・追加、令元経産令17・令2経産令92・一部改正） 指定再講習機関指定申請書 年月日 経済産業大臣殿 住所 名称及び代表者の氏名 特定ガス消費機器の設置工事の監督に関する法律施行規則第10条の2の規 定により読み替えて準用する同規則第3条の3の規定により、次のとおり特 定ガス消費機器の設置工事の監督に関する法律第4条第2項の指定を受けた いので、申請します。 再講習業務を開始しようとす る年月日 （備考）この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。  

12



様式第２（第３条の５関係）

様式第2（第3条の5関係）（平24経産令41・追加、令元経産令17・令2経産令92・一部改正） 指定資格講習機関変更等届出書 年月日 経済産業大臣殿 住所 名称及び代表者の氏名 特定ガス消費機器の設置工事の監督に関する法律施行規則第3条の5の規 定により、指定資格講習機関について、次のとおり変更しますので届け出ま す。 1．指定資格講習機関の名称 2．指定を受けた日及び番号 3．変更の内容 従前の内容変更後の内容 4．変更の年月日 5．変更の理由 （備考）この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。  

13



様式第２の２（第８条の３関係）

様式第2の2（第8条の3関係）（平24経産令41・追加、令元経産令17・令2経産令92・一部改正） 指定認定講習機関変更等届出書 年月日 経済産業大臣殿 住所 名称及び代表者の氏名 特定ガス消費機器の設置工事の監督に関する法律施行規則第8条の3の規 定により読み替えて準用する同規則第3条の5の規定により、指定認定講習 機関について、次のとおり変更しますので届け出ます。 1．指定認定講習機関の名称 2．指定を受けた日及び番号 3．変更の内容 従前の内容変更後の内容 4．変更の年月日 5．変更の理由 （備考）この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。  

14



様式第２の３（第１０条の２関係）

様式第2の3（第10条の2関係）（平24経産令41・追加、令元経産令17・令2経産令92・一部改正） 指定再講習機関変更等届出書 年月日 経済産業大臣殿 住所 名称及び代表者の氏名 特定ガス消費機器の設置工事の監督に関する法律施行規則第10条の2の規 定により読み替えて準用する同規則第3条の5の規定により、指定再講習機 関について、次のとおり変更しますので届け出ます。 1．指定再講習機関の名称 2．指定を受けた日及び番号 3．変更の内容 従前の内容変更後の内容 4．変更の年月日 5．変更の理由 （備考）この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。  

15



様式第３（第３条の６関係）

様式第3（第3条の6関係）（平29経産令15・全改、令元経産令17・令2経産令92・一部改正） 指定資格講習機関更新申請書 年月日 経済産業大臣殿 住所 名称及び代表者の氏名 特定ガス消費機器の設置工事の監督に関する法律施行規則第3条の6第1項の規定により指定の更新を受けたいので、次のとおり申請します。 1．指定資格講習機関の名称 2．指定を受けた日及び番号 3．指定の期限 （備考）この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。  

16



様式第３の２（第８条の３関係）

様式第3の2（第8条の3関係）（平29経産令15・全改、令元経産令17・令2経産令92・一部改正） 指定認定講習機関更新申請書 年月日 経済産業大臣殿 住所 名称及び代表者の氏名 特定ガス消費機器の設置工事の監督に関する法律施行規則第8条の3の規定により読み替えて準用する同規則第3条の6第1項の規定により指定の更新を受けたいので、次のとおり申請します。 1．指定認定講習機関の名称 2．指定を受けた日及び番号 3．指定の期限 （備考）この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。  

17



様式第３の３（第１０条の２関係）

様式第3の3（第10条の2関係）（平29経産令15・全改、令元経産令17・令2経産令92・一部改正） 指定再講習機関更新申請書 年月日 経済産業大臣殿 住所 名称及び代表者の氏名 特定ガス消費機器の設置工事の監督に関する法律施行規則第10条の2の規定により読み替えて準用する同規則第3条の6第1項の規定により指定の更新を受けたいので、次のとおり申請します。 1．指定再講習機関の名称 2．指定を受けた日及び番号 3．指定の期限 （備考）この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。  

18



様式第４（第３条の７関係）

様式第4（第3条の7関係）（平29経産令15・全改、令元経産令17・令2経産令92・一部改正） 指定資格講習機関事業承継届出書 年月日 経済産業大臣殿 住所 名称及び代表者の氏名 指定資格講習機関の地位を承継したので、特定ガス消費機器の設置工事の 監督に関する法律施行規則第3条の7第2項の規定により、次のとおり届け 出ます。 承継の原因 承継を受けた年月日 承継した指定資格講 習機関に係る指定年 月日及び番号 承継した指定資格講 習機関に係る指定の 期限 （備考）この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。  

19



様式第４の２（第８条の３関係）

様式第4の2（第8条の3関係）（平29経産令15・全改、令元経産令17・令2経産令92・一部改正） 指定認定講習機関事業承継届出書 年月日 経済産業大臣殿 住所 名称及び代表者の氏名 指定認定講習機関の地位を承継したので、特定ガス消費機器の設置工事の 監督に関する法律施行規則第8条の3の規定により読み替えて準用する同規 則第3条の7第2項の規定により、次のとおり届け出ます。 承継の原因 承継を受けた年月日 承継した指定認定講 習機関に係る指定年 月日及び番号 承継した指定認定講 習機関に係る指定の 期限 （備考）この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。  

20



様式第４の３（第１０条の２関係）

様式第4の3（第10条の2関係）（平29経産令15・全改、令元経産令17・令2経産令92・一部改正） 指定再講習機関事業承継届出書 年月日 経済産業大臣殿 住所 名称及び代表者の氏名 指定再講習機関の地位を承継したので、特定ガス消費機器の設置工事の監 督に関する法律施行規則第10条の2の規定により読み替えて準用する同規則 第3条の7第2項の規定により、次のとおり届け出ます。 承継の原因 承継を受けた年月日 承継した指定再講習 機関に係る指定年月 日及び番号 承継した指定再講習 機関に係る指定の期 限 （備考）この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。  

21



様式第５（第４条の２関係）

様式第5（第4条の2関係）（平24経産令41・追加、令元経産令17・令2経産令92・一部改正） 資格講習業務規程届出書 年月日 経済産業大臣殿 住所 名称及び代表者の氏名 別紙のとおり資格講習業務規程を定めたので、特定ガス消費機器の設置工 事の監督に関する法律施行規則第4条の2第1項の規定により届け出ます。 （備考）この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。  

22



様式第５の２（第８条の３関係）

様式第5の2（第8条の3関係）（平24経産令41・追加、令元経産令17・令2経産令92・一部改正） 認定講習業務規程届出書 年月日 経済産業大臣殿 住所 名称及び代表者の氏名 別紙のとおり認定講習業務規程を定めたので、特定ガス消費機器の設置工 事の監督に関する法律施行規則第8条の3の規定により読み替えて準用する 同規則第4条の2第1項の規定により届け出ます。 （備考）この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。  

23



様式第５の３（第１０条の２関係）

様式第5の3（第10条の2関係）（平24経産令41・追加、令元経産令17・令2経産令92・一部改正） 再講習業務規程届出書 年月日 経済産業大臣殿 住所 名称及び代表者の氏名 別紙のとおり再講習業務規程を定めたので、特定ガス消費機器の設置工事 の監督に関する法律施行規則第10条の2の規定により読み替えて準用する同 規則第4条の2第1項の規定により届け出ます。 （備考）この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。  

24



様式第６（第４条の２関係）

様式第6（第4条の2関係）（平29経産令15・全改、令元経産令17・令2経産令92・一部改正） 資格講習業務規程変更届出書 年月日 経済産業大臣殿 住所 名称及び代表者の氏名 資格講習業務規程を次のとおり変更したいので、特定ガス消費機器の設置 工事の監督に関する法律施行規則第4条の2第1項の規定により届け出ま す。 1．指定資格講習機関の名称 2．指定を受けた日及び番号 3．指定の期限 4．変更の内容 従前の内容変更後の内容 5．変更の年月日 6．変更の理由 （備考）この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。  

25



様式第６の２（第８条の３関係）

様式第6の2（第8条の3関係）（平29経産令15・全改、令元経産令17・令2経産令92・一部改正） 認定講習業務規程変更届出書 年月日 経済産業大臣殿 住所 名称及び代表者の氏名 認定講習業務規程を次のとおり変更したいので、特定ガス消費機器の設置 工事の監督に関する法律施行規則第8条の3の規定により読み替えて準用す る同規則第4条の2第1項の規定により届け出ます。 1．指定認定講習機関の名称 2．指定を受けた日及び番号 3．指定の期限 4．変更の内容 従前の内容変更後の内容 5．変更の年月日 6．変更の理由 （備考）この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。  

26



様式第６の３（第１０条の２関係）

様式第6の3（第10条の2関係）（平29経産令15・全改、令元経産令17・令2経産令92・一部改正） 再講習業務規程変更届出書 年月日 経済産業大臣殿 住所 名称及び代表者の氏名 再講習業務規程を次のとおり変更したいので、特定ガス消費機器の設置工 事の監督に関する法律施行規則第10条の2の規定により読み替えて準用する 同規則第4条の2第1項の規定により届け出ます。 1．指定再講習機関の名称 2．指定を受けた日及び番号 3．指定の期限 4．変更の内容 従前の内容変更後の内容 5．変更の年月日 6．変更の理由 （備考）この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。  

27



様式第７（第４条の３関係）

様式第7（第4条の3関係）（平29経産令15・全改、令元経産令17・令2経産令92・一部改正） 指定資格講習事業廃止申請書 年月日 経済産業大臣殿 住所 名称及び代表者の氏名 指定資格講習事業を廃止したいので、特定ガス消費機器の設置工事の監督 に関する法律施行規則第4条の3の規定により、次のとおり申請します。 指定資格講習機関 の指定年月日及び 番号 指定の期限 廃止予定年月日 指定資格講習事業 を廃止する理由 （廃止予定年月日 がその年度の末日 以外の場合は、そ の理由） 廃止に伴い講じる 措置 廃止後の問合せ先 （備考） 1この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。 2「廃止に伴い講じる措置」の欄には、廃止の事実の周知方法、廃止予定年月日において受講を修了していない者に講じる措置等を記載すること。  
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様式第７の２（第８条の３関係）

様式第7の2（第8条の3関係）（平29経産令15・全改、令元経産令17・令2経産令92・一部改正） 指定認定講習事業廃止申請書 年月日 経済産業大臣殿 住所 名称及び代表者の氏名 指定認定講習事業を廃止したいので、特定ガス消費機器の設置工事の監督 に関する法律施行規則第8条の3の規定により読み替えて準用する同規則第 4条の3の規定により、次のとおり申請します。 指定認定講習機関 の指定年月日及び 番号 指定の期限 廃止予定年月日 指定認定講習事業 を廃止する理由 （廃止予定年月日 がその年度の末日 以外の場合は、そ の理由） 廃止に伴い講じる 措置 廃止後の問合せ先 （備考） 1この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。 2「廃止に伴い講じる措置」の欄には、廃止の事実の周知方法、廃止予定年月日において受講を修了していない者に講じる措置等を記載すること。  
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様式第７の３（第１０条の２関係）

様式第7の3（第10条の2関係）（平29経産令15・全改、令元経産令17・令2経産令92・一部改正） 指定再講習事業廃止申請書 年月日 経済産業大臣殿 住所 名称及び代表者の氏名 指定再講習事業を廃止したいので、特定ガス消費機器の設置工事の監督に 関する法律施行規則第10条の2の規定により読み替えて準用する同規則第4 条の3の規定により、次のとおり申請します。 指定再講習機関の 指定年月日及び番 号 指定の期限 廃止予定年月日 指定再講習事業を 廃止する理由 （廃止予定年月日 がその年度の末日 以外の場合は、そ の理由） 廃止に伴い講じる 措置 廃止後の問合せ先 （備考） 1この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。 2「廃止に伴い講じる措置」の欄には、廃止の事実の周知方法、廃止予定年月日において受講を修了していない者に講じる措置等を記載すること。  
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様式第８（第４条の４関係）

様式第8（第4条の4関係）（平29経産令15・全改、令元経産令17・令2経産令92・一部改正） 資格講習実施計画届出書 年月日 経済産業大臣殿 住所 名称及び代表者の氏名 別紙のとおり資格講習の実施計画を作成したので、特定ガス消費機器の設 置工事の監督に関する法律施行規則第4条の4第1項の規定により届け出ま す。 作成した実施計画の年度 指定の期限 （備考）この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。  
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様式第８の２（第８条の３関係）

様式第8の2（第8条の3関係）（平29経産令15・全改、令元経産令17・令2経産令92・一部改正） 認定講習実施計画届出書 年月日 経済産業大臣殿 住所 名称及び代表者の氏名 別紙のとおり認定講習の実施計画を作成したので、特定ガス消費機器の設 置工事の監督に関する法律施行規則第8条の3の規定により読み替えて準用 する同規則第4条の4第1項の規定により届け出ます。 作成した実施計画の年度 指定の期限 （備考）この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。  
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様式第８の３（第１０条の２関係）

様式第8の3（第10条の2関係）（平29経産令15・全改、令元経産令17・令2経産令92・一部改正） 再講習実施計画届出書 年月日 経済産業大臣殿 住所 名称及び代表者の氏名 別紙のとおり再講習の実施計画を作成したので、特定ガス消費機器の設置 工事の監督に関する法律施行規則第10条の2の規定により読み替えて準用す る同規則第4条の4第1項の規定により届け出ます。 作成した実施計画の年度 指定の期限 （備考）この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。  
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様式第９（第４条の５関係）

様式第9（第4条の5関係）（平24経産令41・追加、令元経産令17・令2経産令92・一部改正） 資格講習実施結果報告書 年月日 経済産業大臣殿 住所 名称及び代表者の氏名 別紙のとおり資格講習業務を実施したので、特定ガス消費機器の設置工事 の監督に関する法律施行規則第4条の5第1項の規定により報告します。 （備考）この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。  
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様式第９の２（第８条の３関係）

様式第9の2（第8条の3関係）（平24経産令41・追加、令元経産令17・令2経産令92・一部改正） 認定講習実施結果報告書 年月日 経済産業大臣殿 住所 名称及び代表者の氏名 別紙のとおり認定講習業務を実施したので、特定ガス消費機器の設置工事 の監督に関する法律施行規則第8条の3の規定により読み替えて準用する同 規則第4条の5第1項の規定により報告します。 （備考）この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。  
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様式第９の３（第１０条の２関係）

様式第9の3（第10条の2関係）（平24経産令41・追加、令元経産令17・令2経産令92・一部改正） 再講習実施結果報告書 年月日 経済産業大臣殿 住所 名称及び代表者の氏名 別紙のとおり再講習業務を実施したので、特定ガス消費機器の設置工事の 監督に関する法律施行規則第10条の2の規定により読み替えて準用する同規 則第4条の5第1項の規定により報告します。 （備考）この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。  
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様式第１０（第４条の５関係）

様式第10（第4条の5関係）（平29経産令15・全改、令元経産令17・令2経産令92・一部改正） 資格講習修了者名簿 年月日 経済産業大臣殿 住所 名称及び代表者の氏名 特定ガス消費機器の設置工事の監督に関する法律施行規則第4条の5第1 項の規定により、次のとおり資格講習修了者名簿を提出します。 1．指定資格講習機関の名称 2．指定を受けた日及び番号 3．指定の期限 生年住所資格証備考 整理番号修了者名資格証交 付年月日 資格講習 修了年月 日 有効期限 月日の番号 （備考）この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。  
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様式第１０の２（第８条の３関係）

様式第10の2（第8条の3関係）（平29経産令15・全改、令元経産令17・令2経産令92・一部改正） 認定講習修了者名簿 年月日 経済産業大臣殿 住所 名称及び代表者の氏名 特定ガス消費機器の設置工事の監督に関する法律施行規則第8条の3の規 定により読み替えて準用する同規則第4条の5第1項の規定により、次のと おり認定講習修了者名簿を提出します。 1．指定認定講習機関の名称 2．指定を受けた日及び番号 3．指定の期限 整理番号修了者名生年月日住所修了証交認定講習備考 付年月日修了年月 日 （備考）この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。  
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様式第１０の３（第１０条の２関係）

様式第10の3（第10条の2関係）（平29経産令15・全改、令元経産令17・令2経産令92・一部改正） 再講習受講者名簿 年月日 経済産業大臣殿 住所 名称及び代表者の氏名 特定ガス消費機器の設置工事の監督に関する法律施行規則第10条の2の規 定により読み替えて準用する同規則第4条の5第1項の規定により、次のと おり再講習受講者名簿を提出します。 1．指定再講習機関の名称 2．指定を受けた日及び番号 3．指定の期限 整理受講生年住所資格証有効受講備考 資格証交 付年月日 再講習受 講年月日 番号者名月日の番号期限場所 （備考）この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。  
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様式第１１（第８条関係）

様式第11（第8条関係）（平29経産令15・全改、令元経産令17・令2経産令92・一部改正） ※整理番号 ※受理年月日年月日 ※交付番号 ガス消費機器設置工事監督者資格認定申請書 年月日 産業保安監督部長殿 氏名 特定ガス消費機器の設置工事の監督に関する法律施行規則第8条の規定に より、特定ガス消費機器の設置工事の監督に関する法律第4条第1項第3号 の認定を受けたいので、次のとおり申請します。 1．氏名 2．住所 3．生年月日 4．該当する要件 （備考）1この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。 2※印の項は、記載しないこと。  
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様式第１２（第８条の４関係）

様式第12（第8条の4関係）（平24経産令41・追加、令元経産令17・一部改正） ガス消費機器設置工事監督者認定講習修了証 年月日 修了者氏名殿 認定講習機関の名称及び代表者の氏名 特定ガス消費機器の設置工事の監督に関する法律施行規則第8条の4に規 定する講習を修了したので、この修了証を交付します。 （備考）この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。  
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様式第１３（第１１条関係）
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様式第１４（第１３条関係）

様式第14（第13条関係）（平29経産令15・全改、令元経産令17・令2経産令92・一部改正） ※整理番号 ※受理年月日年月日 ※再交付番号 ガス消費機器設置工事監督者資格証再交付申請書 年月日 資格証を交付した者殿 氏名 特定ガス消費機器の設置工事の監督に関する法律施行規則第13条第1項の 規定により、ガス消費機器設置工事監督者資格証の再交付を受けたいので、 次のとおり申請します。 1．氏名 2．住所 3．生年月日 4．資格証の番号 5．理由 （備考）1この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。 2※印の項は、記載しないこと。  
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様式第１５（第１４条関係）

様式第15（第14条関係）（平9通産令9・全改、平24経産令41・旧様式第4繰下） 特定ガス消費機器の設置工事の監督に 関する法律第6条の規定による表示 工事事業者の氏名 又は名称及び連絡先TEL 監督者の氏名 資格証の番号 施工内容及び 施工年月日年月日 （備考）1文字は、容易に消えないものとすること。 2大きさは、縦4センチメートル以上5センチメートル以下、横7センチメートル以上9センチメートル以下とすること。  
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